
◎求人登録から移住者への移住支援金支給までの流れ

   東京圏から八戸市へ移住し、就業した方の経済的

負担を軽減するため、移住支援金（最大100万円）

を支給する事業です。

八戸市移住支援金支給事業の対象者（主な要件）
［ 移 住 元 ］東京23区在住者又は通勤者（通算5年以上）
［ 移 住 先 ］八戸市
［ 移住時期］転入後１年以内の方
［ 就     業 ］青森県のマッチングサイト「あおもりジョブ」に移住支援金の対象

 として掲載する求人により新規就業した方

【八戸市内企業様向け】
移住支援金の支給対象法人を募集します！

～移住支援金の対象求人登録のご案内～

移住支援金とは？

対象求人の要件

対象法人の要件※を満たす法人が募集する、以下の要件を満たす求人が対象とな
ります。
○週20時間以上の無期雇用契約
○就業場所が、八戸市内に所在する事業所、又は八戸圏域町村内（三戸郡及びおい
らせ町）に所在する事業所で八戸市内に本社を有する事業所若しくは八戸市の誘
致企業が設置する事業所であり、申請日から５年以内に県外への転勤の可能性が
ないこと。

 東京圏への一極集中の是正及び地域の中小企業等における人手不足の解消を目的に、東京圏から
八戸市に移住し、青森県のマッチングサイト「あおもりジョブ」に掲載する求人により新規就業し
た方等に対し、移住支援金を支給する事業を実施しています。
「あおもりジョブ」に移住支援金対象求人を登録していただける企業様を募集していますので、

是非ご検討ください。

八戸市商工労働まちづくり部産業労政課 雇用支援対策グループ
TEL:0178-43-9038    FAX:0178-43-2146   E-mail: sangyo@city.hachinohe.aomori.jp

お問合せ

✓青森県ホームページに掲載の「マッチング支援事業における
移住支援金対象法人に係る登録申請書」に必要事項をご記入の
上、メールにて「あおもり移住支援事業マッチング事務局（あ
おもり人財確保推進センター）」まで、お送りください。
詳しくは青森県ホームページをご確認ください。
✓あおもりジョブに求人情報が未登録の場合は、求人票の写しも
併せてご提出ください。

登録方法

マッチングサイト
「あおもりジョブ」は
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※求人の要件のほか、対象法人の要件がありますので、詳細は青森県ホーム
ページをご確認ください。
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